
BizLink ビジネス＆セキュリティ利用規約【新旧対照表】

備考
附則
（実施期日）
この改正規定は、2024年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2024年7月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2025年2月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2025年4月1日から実施するものとする。

旧
附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年3月3日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年5月6日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年11月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年2月14日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年3月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年4月15日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年5月20日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年6月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年7月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年8月9日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年9月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年3月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年8月1日から実施するものとする。

（追加）

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年3月3日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年5月6日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2021年11月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年2月14日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年3月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年4月15日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年5月20日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年6月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年7月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年8月9日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2022年9月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年3月10日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2023年8月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2024年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2024年7月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2025年2月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2025年4月1日から実施するものとする。

附則
（実施期日）
この改正規定は、2025年5月1日から実施するものとする

新
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備考旧

（変更）

新

「ドメイン／DNS／Web／作業代行」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・記載の内容は、2025年5月1日現在のものです。

■基本プラン料金表

※１ ドメイン管理サービスを契約しているドメインは無

料です。

※２ レコード変更等には別途手数料がかかります。

※３ メールリレー用としてもご契約が可能です。

なお、メールリレー用でご契約いただいたサービスは

ホームページとしてご利用いただけません。

ご利用には固定IPアドレスが必要です。IPアドレスの

追加・変更・削除は有料となります。

「ドメイン／DNS／Web／作業代行」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・記載の内容は、2025年2月1日現在のものです。

■基本プラン料金表

※１ ドメイン管理サービスを契約しているドメインは無

料です。

※２ レコード変更等には別途手数料がかかります。

※３ メールリレー用としてもご契約が可能です。

なお、メールリレー用でご契約いただいたサービスは

ホームページとしてご利用いただけません。

ご利用には固定IPアドレスが必要です。IPアドレスの

追加・変更・削除は有料となります。
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備考旧

（変更）

新

■各種手数料

■オプション料金表

※１ 別途「SSL証明書 グローバルサイン クイッ

ク認証SSL」もしくは、「SSL証明書 グローバ

ルサイン 企業認証SSL」が必要です。

※２ 別途「SSL証明書 グローバルサイン 企業認

証SSL」が必要です。

※３ 最大50GB（基本割り当て20GB含む）まで割

り当て可能です。

※４ 「SSL証明書 セコムトラストシステムズ セ

コムパスポート for Web SR3.0 月額」は、

2025年5月1日をもって、サービスの提供を終了し

ました。

■各種手数料

■オプション料金表

※１ 別途「SSL証明書 グローバルサイン クイッ

ク認証SSL」もしくは、「SSL証明書 グロー

バルサイン 企業認証SSL」が必要です。

※２ 別途「SSL証明書 グローバルサイン 企業認

証SSL」が必要です。

※３ 最大50GB（基本割り当て20GB含む）まで割

り当て可能です。
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備考旧

（変更）

新

「専用サーバ」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・記載の内容は、 2025年5月1日現在のものです。

■基本プラン料金表

※１ Microsoft社のAzureを利用してサービスを提供します。

Microsoft社のメンテナンスによりサービス停止する場合があります。

Microsoft社に起因する障害は当社で対応できません。

※２ データ転送量が超過した場合は追加費用が発生いたします。ご利用状況

に基づき追加費用を算出するため、翌々月の月額利用料に合算してご請

求となります。

※３ 運用・保守サービス月額33,000円（税抜 30,000円）のご契約が必要で

す。

※４ ご利用状況に基づき月額利用料を算出するため、ご利用した月の翌々月

のご請求となります。

※５ 別途、運用・保守サービス費用が加算されます。

※６ Microsoft社が機能毎に米ドルで定める定価（利用実績に応じ変動※① を

Microsoft社が定めた為替レートで円換算した金額※②

※① 定価は利用時間、通信料、トランザクション数等により定められます。

最新の料金単価については、Microsoft社のホームページにてご確認を

お願いします。

URL： https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/

※② 当社は、Microsoft社から提示された各品目の定価の請求額を合算した結果に1 円

未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

「専用サーバ」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・記載の内容は、2025年2月1日現在のものです。

■基本プラン料金表

※１ Microsoft社のAzureを利用してサービスを提供します。

Microsoft社のメンテナンスによりサービス停止する場合があります。

Microsoft社に起因する障害は当社で対応できません。

※２ データ転送量が超過した場合は追加費用が発生いたします。ご利用状況

に基づき追加費用を算出するため、翌々月の月額利用料に合算してご請

求となります。

※３ 運用・保守サービス月額33,000円（税抜 30,000円）のご契約が必要で

す。

※４ ご利用状況に基づき月額利用料を算出するため、ご利用した月の翌々月

のご請求となります。

※５ 別途、運用・保守サービス費用が加算されます。

※６ Microsoft社が機能毎に米ドルで定める定価（利用実績に応じ変動※① を

Microsoft社が定めた為替レートで円換算した金額※②

※① 定価は利用時間、通信料、トランザクション数等により定められます。

最新の料金単価については、Microsoft社のホームページにてご確認を

お願いします。

URL： https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/

※② 当社は、Microsoft社から提示された各品目の定価の請求額を合算した結果に1 円

未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

IS-BS-RE01-15.0 4 / 8 ページ



備考旧

（変更）

新

■オプション料金表（2/2）

※１ 別途「SSL証明書 グローバルサイン

クイック認証SSL」もしくは、「SSL

証明書 グローバルサイン 企業認証

SSL」が必要です。

※２ 別途「SSL証明書 グローバルサイン

企業認証SSL」が必要です。

※３ 「SSL証明書 セコムトラストシステ

ムズ セコムパスポート for Web 

SR3.0 月額」は、2025年5月1日をもって、

サービスの提供を終了しました。

■オプション料金表（2/2）

※１ 別途「SSL証明書 グローバルサイン

クイック認証SSL」もしくは、「SSL

証明書 グローバルサイン 企業認証

SSL」が必要です。

※２ 別途「SSL証明書 グローバルサイン

企業認証SSL」が必要です。
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備考旧 新

（変更）

「Microsoft 365」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社および委託した第三者が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・各プランのシステム要件をご確認のうえ、お申込みください。

お客様の環境によって正常に動作しない場合があります。

・記載の内容は、2025年5月1日現在のものです。

「Microsoft 365」

■サービス提供条件
＜サポート対象外の内容について＞

・トレーニングに類するもの

・マニュアル、ＦＡＱに記載されているもの

・その他、当社および委託した第三者が対象外と認めたもの

＜特記事項＞

・サポートは当社および当社が委託した第三者により提供されます。

・提供条件は予告無しに変更になる場合があります。

・各プランのシステム要件をご確認のうえ、お申込みください。

お客様の環境によって正常に動作しない場合があります。

・記載の内容は、2025年4月1日現在のものです。
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備考

（変更）

新旧

■基本プラン料金表（2025年3月31日まで、更新および新規分）

※１ 最新の月額利用料が適用されます。

※２ 解約（一部／全部）はできません。残りの月の

料金を一括でお支払いをいただきます。

※３ 契約更新時に、契約更新日から更に1年間の最低

利用期間を再設定します。

※４ 以下の場合は、3IDから契約可能です。

・Webサービスを同時契約する場合

・専用サーバを同時契約する場合

・年払いの場合（中途解約は出来ません）

１年ごとの自動更新となります。

※５ 種類の異なる基本プランを2以上契約の場合、1

契約は最低契約ID数を満たす必要があります。

※６ 「Microsoft Entra Permissions Management」は、2025
年5月1日をもって、サービスの提供を終了しました。

＜特記事項＞

・ 本規約 第17条は、本サービスにおいては、以下を

適用する。契約者が指定した当該プランを当社が、

最初に購入した日を「起算日」とする。

月契約の場合、1ヶ月後の応当日の前日を、年契約

の場合は、1年後の応当日の前日をもって、契約満

了日とし、契約期間とする。

月払いの場合、契約期間において最初に訪れる１日

を含む期間について料金表に定めるサービス料金を

「当該請求月」として、支払うものとする。

同様に年払いは、契約期間において最初に訪れる１

日を含む期間について料金表に定めるサービス料金

を「当該請求月」として支払うものとする。

・同一プランで異なる契約種別（年契約・月契約）を

契約し、年契約が最低契約ID数および最低利用期間

を満たしている場合、月契約の最低契約ID数を1ID、

最低利用期間を1ヶ月に設定します。

■基本プラン料金表（2025年3月31日まで、更新および新規分）

※１ 最新の月額利用料が適用されます。

※２ 解約（一部／全部）はできません。残りの月の料

金を一括でお支払いをいただきます。

※３ 契約更新時に、契約更新日から更に1年間の最低利

用期間を再設定します。

※４ 以下の場合は、3IDから契約可能です。

・Webサービスを同時契約する場合

・専用サーバを同時契約する場合

・年払いの場合（中途解約は出来ません）

１年ごとの自動更新となります。

※５ 種類の異なる基本プランを2以上契約の場合、1契

約は最低契約ID数を満たす必要があります。

＜特記事項＞

・ 本規約 第17条は、本サービスにおいては、以下を適

用する。契約者が指定した当該プランを当社が、最初

に購入した日を「起算日」とする。

月契約の場合、1ヶ月後の応当日の前日を、年契約の

場合は、1年後の応当日の前日をもって、契約満了日

とし、契約期間とする。

月払いの場合、契約期間において最初に訪れる１日を

含む期間について料金表に定めるサービス料金を「当

該請求月」として、支払うものとする。

同様に年払いは、契約期間において最初に訪れる１日

を含む期間について料金表に定めるサービス料金を

「当該請求月」として支払うものとする。

・同一プランで異なる契約種別（年契約・月契約）を契

約し、年契約が最低契約ID数および最低利用期間を満

たしている場合、月契約の最低契約ID数を1ID、最低

利用期間を1ヶ月に設定します。
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備考旧

（変更）

新

■基本プラン料金表（2025年4月1日以降、更新および新規分）

※１ 最新の月額利用料が適用されます。

※２ 解約（一部／全部）はできません。残りの月の

料金を一括でお支払いをいただきます。

※３ 契約更新時に、契約更新日から更に1年間の最低

利用期間を再設定します。

※４ 以下の場合は、3IDから契約可能です。

・Webサービスを同時契約する場合

・専用サーバを同時契約する場合

・年払いの場合（中途解約は出来ません）

１年ごとの自動更新となります。

※５ 種類の異なる基本プランを2以上契約の場合、1

契約は最低契約ID数を満たす必要があります。

※６ 「Microsoft Entra Permissions Management」は、2025
年5月1日をもって、サービスの提供を終了しました。

＜特記事項＞

・ 本規約 第17条は、本サービスにおいては、以下を

適用する。契約者が指定した当該プランを当社が、

最初に購入した日を「起算日」とする。

月契約の場合、1ヶ月後の応当日の前日を、年契約

の場合は、1年後の応当日の前日をもって、契約満

了日とし、契約期間とする。

月払いの場合、契約期間において最初に訪れる１日

を含む期間について料金表に定めるサービス料金を

「当該請求月」として、支払うものとする。

同様に年払いは、契約期間において最初に訪れる１

日を含む期間について料金表に定めるサービス料金

を「当該請求月」として支払うものとする。

・同一プランで異なる契約種別（年契約・月契約）を

契約し、年契約が最低契約ID数および最低利用期間

を満たしている場合、月契約の最低契約ID数を1ID、

最低利用期間を1ヶ月に設定します。

■基本プラン料金表（2025年4月1日以降、更新および新規分）

※１ 最新の月額利用料が適用されます。

※２ 解約（一部／全部）はできません。残りの月の料

金を一括でお支払いをいただきます。

※３ 契約更新時に、契約更新日から更に1年間の最低利

用期間を再設定します。

※４ 以下の場合は、3IDから契約可能です。

・Webサービスを同時契約する場合

・専用サーバを同時契約する場合

・年払いの場合（中途解約は出来ません）

１年ごとの自動更新となります。

※５ 種類の異なる基本プランを2以上契約の場合、1契

約は最低契約ID数を満たす必要があります。

＜特記事項＞

・ 本規約 第17条は、本サービスにおいては、以下を適

用する。契約者が指定した当該プランを当社が、最初

に購入した日を「起算日」とする。

月契約の場合、1ヶ月後の応当日の前日を、年契約の

場合は、1年後の応当日の前日をもって、契約満了日

とし、契約期間とする。

月払いの場合、契約期間において最初に訪れる１日を

含む期間について料金表に定めるサービス料金を「当

該請求月」として、支払うものとする。

同様に年払いは、契約期間において最初に訪れる１日

を含む期間について料金表に定めるサービス料金を

「当該請求月」として支払うものとする。

・同一プランで異なる契約種別（年契約・月契約）を契

約し、年契約が最低契約ID数および最低利用期間を満

たしている場合、月契約の最低契約ID数を1ID、最低

利用期間を1ヶ月に設定します。
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